
〜
「
人
権
」
に
対
す
る
気
持
ち
を
文
字

に
し
て
た
く
さ
ん
の
人
に
伝
え
ま
し
ょ

う
。
〜

旭
川
地
方
法
務
局
及
び
名
寄
人
権
擁

護
委
員
協
議
会
で
は
、
日
常
の
家
庭
生

活
、
学
校
生
活
、
グ
ル
ー
プ
活
動
又
は

地
域
社
会
と
の
関
わ
り
な
ど
の
中
で
得

た
体
験
等
を
通
じ
て
、
基
本
的
人
権
の

重
要
性
及
び
必
要
性
に
つ
い
て
考
え
た

こ
と
な
ど
を
題
材
と
し
た
作
文
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

▼
応
募
資
格

中
学
校
に
在
学
す
る
生
徒
及
び
特
別

支
援
学
校
の
中
学
部
に
在
学
す
る
生

徒
▼
応
募
方
法

（１）
原
稿

４
０
０
字
詰
原
稿
用
紙
５
枚
以
内

（２）
提
出
先

在
学
す
る
中
学
校

（３）
締
切
り

令
和
元
年
８
月
30
日
（
金
）
必
着

▼
入
選
発
表

令
和
元
年
10
月
下
旬
に
中
学
校
長

宛
に
通
知
し
て
発
表

▼
表
彰
等

最
優
秀
賞
１
編

優
秀
賞
８
編

奨
励
賞
12
編

▼
そ
の
他

入
賞
作
品
に
つ
い
て
は
、
応
募
者
の

学
校
名
、
学
年
及
び
氏
名
並
び
に
応
募

作
品
の
題
名
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、

新
聞
紙
上
、
北
北
海
道
人
権
啓
発
活
動

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

及
び
作
文
集
に
お
い
て
作
品
の
内
容
を

公
表
し
ま
す
。

◇
お
問
い
合
わ
せ
先

旭
川
地
方
法
務
局
名
寄
支
局
総
務
係

電
話
０
１
６
５
４―

２―

２
３
４
９

『
救
急
の
日
』（
９
月
９
日
）
及
び
救

急
の
日
を
含
む
『
救
急
医
療
週
間
』
に

併
せ
、
救
急
医
療
及
び
救
急
業
務
に
対

す
る
市
民
の
正
し
い
理
解
と
認
識
を
深

め
る
と
と
も
に
、
意
識
の
高
揚
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
普
通
救
命
講
習

会
を
開
催
し
ま
す
。
受
講
修
了
者
に
は

応
急
手
当
キ
ッ
ト
を
進
呈
し
ま
す
の
で
、

多
数
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

▼
日
時
：
令
和
元
年
９
月
８
日
（
日
）

 
 
 
 

９
時
30
分
〜
12
時
30
分

▼
場
所
：
士
別
市
勤
労
者
セ
ン
タ
ー

 
 
 
 

研
修
室

 
 
 
 

士
別
市
東
５
条
９
丁
目

▼
受
講
定
員
：
30
名
（
中
学
生
以
上
）

▼
受
付
期
間
：
令
和
元
年
８
月
５
日
〜

令
和
元
年
９
月
５
日

▼
受
講
料
：
無
料

◇
お
問
い
合
わ
せ
先

士
別
地
方
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部

電
話
０
１
６
５―

23―

４
７
０
９

士
別
地
方
消
防
事
務
組
合
消
防
署

剣
淵
支
署

電
話
０
１
６
５―

34―

２
１
３
２

生
活
や
仕
事
の
こ
と
で
お
困
り
の
方

を
対
象
に
「
生
活
・
仕
事
相
談
会
」
を

開
催
い
た
し
ま
す
。
生
活
や
仕
事
に
関

わ
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
な
ん
で
も
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
開
催
日

の
前
日
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
：
８
月
20
日
（
火
）

９
月
17
日
（
火
）

 
 
 

①
10
時
〜
10
時
50
分

 
 
 

②
11
時
〜
11
時
50
分

▼
場
所
：
ふ
れ
あ
い
健
康
セ
ン
タ
ー

▼
相
談
対
象
者

生
活
・
仕
事
に
つ
い
て
お
悩
み
の

方

▼
相
談
料
：
無
料

▼
申
込
期
日

開
催
日
の
前
日
午
後
３
時
ま
で
に
電

話
、
メ
ー
ル
又
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
予

約
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
先
・
お
問
い
合
わ
せ
先

自
立
相
談
支
援
事
業
所
「
か
み
か
わ

生
活
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー
」

〒
０
７
８―

８
２
３
１

旭
川
市
豊
岡
１
条
２
丁
目
１―

16

電
話
０
１
６
６―

38―

８
８
０
０

Ｆ
Ａ
Ｘ

０
１
６
６―

33―

０
０
２
１

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

a
n
s
h
i
n
@
k
a
m
i
k
a
w
a
1
9
.
h
o
k
k
a
i
d
o
.
j
p

全
国
中
学
生
人
権
作
文
コ
ン
テ
ス
ト

旭
川
地
方
大
会
応
募
作
品
募
集

普
通
救
命
講
習
会
の
受
講
者
募
集

「
生
活
・
仕
事
相
談
会
」
の

開
催
に
つ
い
て

お知らせ



〜
マ
ナ
ー
か
ら
ル
ー
ル
へ
〜

２
０
１
８
年
７
月
、
健
康
増
進
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
成
立
し
ま
し

た
。
法
改
正
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
の
施

設
が
原
則
屋
内
禁
煙
に
な
り
、
た
ば
こ

を
吸
わ
な
い
方
が
受
動
喫
煙
に
合
う
機

会
は
大
き
く
減
少
す
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
今
後
も
、
健
康
へ
の
影
響
が
大
き

い
、
子
ど
も
や
患
者
の
方
に
特
に
配
慮

し
、
よ
り
一
層
の
健
康
リ
ス
ク
の
低
減

を
実
現
す
る
社
会
へ
向
け
た
整
備
が
進

め
ら
れ
ま
す
。

【
学
校
や
医
療
機
関
な
ど
が
原
則
敷
地

内
禁
煙
と
な
り
ま
す
。（
２
０
１
９
年
７

月
か
ら
）
】

学
校
、
医
療
機
関
、
児
童
福
祉
施
設

等
及
び
行
政
機
関
の
庁
舎
（
第
一
種
施

設
）
が
原
則
敷
地
内
禁
煙
（
屋
内
禁
煙

も
不
可
）
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
こ

う
し
た
施
設
の
屋
外
に
は
、
必
要
な
措

置
が
取
ら
れ
た
場
所
に
限
り
、
喫
煙
場

所
の
設
置
が
で
き
ま
す
。

【
多
数
の
方
が
利
用
す
る
施
設
が
原
則

屋
内
禁
煙
と
な
り
ま
す
。（
２
０
２
０
年

４
月
か
ら
）
】

第
一
種
施
設
を
除
く
、
一
般
の
会
社

や
工
場
、
飲
食
店
や
遊
技
場
な
ど
、
多

数
の
方
が
利
用
す
る
施
設
（
第
二
種
施

設
）
が
原
則
屋
内
禁
煙
と
な
り
ま
す
。

①
施
設
に
お
け
る
事
業
内
容
や
経
営
規

模
へ
の
配
慮
か
ら
、
類
型
・
場
所
ご

と
に
所
定
の
要
件
に
適
合
す
れ
ば
各

種
喫
煙
室
（
専
用
室
、
可
能
室
、
加

熱
式
た
ば
こ
専
用
室
、
目
的
室
）
の

設
置
が
で
き
ま
す
。

喫
煙
専
用
室
は
、
喫
煙
の
み
が
可
能

な
専
用
室
で
、
飲
食
等
の
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

加
熱
式
た
ば
こ
専
用
喫
煙
室
で
は
喫

煙
可
能
と
な
る
の
が
加
熱
式
た
ば
こ

に
限
ら
れ
ま
す
が
、
飲
食
等
の
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
が
可
能
で
す
。

②
喫
煙
可
能
な
設
備
を
持
っ
た
施
設
に

は
必
ず
、
指
定
さ
れ
た
標
識
の
掲
示

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
標
識
の
掲
示
さ
れ
た
施
設
に
は
、

掲
示
内
容
に
示
さ
れ
た
喫
煙
室
が
設

置
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

③
20
歳
未
満
の
方
は
、
た
と
え
喫
煙
を

目
的
と
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

一
切
、
喫
煙
エ
リ
ア
（
屋
内
、
屋
外

を
含
め
た
全
て
の
喫
煙
室
、
喫
煙
設

備
）
へ
は
立
入
禁
止
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
従
業
員

で
あ
っ
て
も
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

【
全
面
施
行
へ
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】

２
０
２
０
年
４
月
の
全
面
施
行
ま
で

は
、
施
設
に
よ
っ
て
は
、
喫
煙
室
の
設

備
や
標
識
の
掲
示
な
ど
が
完
備
さ
れ
て

い
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
施
設
へ

入
る
際
や
、
施
設
内
で
の
各
部
屋
へ
の

移
動
の
際
に
は
、
十
分
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

◇
お
問
い
合
わ
せ
先

名
寄
保
健
所
企
画
総
務
課
企
画
係

電
話
０
１
６
５
４―

３―

３
１
２
１

Ｆ
Ａ
Ｘ

０
１
６
５
４―

３―

３
２
２
４

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
t
t
p
s
:
/
/
j
y
u
d
o
k
i
t
s
u
e
n
.
m
h
l
w
.
g
o
.
j
p
/

〜
加
工
食
品
を
製
造
、
加
工
、
輸
入
、

販
売
を
さ
れ
る
食
品
関
連
事
業
者
の
皆

様
へ
〜

２
０
１
５
年
４
月
１
日
か
ら
、
加
工

食
品
へ
の
栄
養
成
分
表
示
が
義
務
化
さ

れ
、
一
般
用
の
加
工
食
品
に
は
、
新
た

に
、
食
品
単
位
（
１
０
０g

、
１
食
分
等
）

当
た
り
の
熱
量
・
た
ん
ぱ
く
質
・
脂
質
・

炭
水
化
物
・
食
塩
相
当
量
の
５
項
目
の

表
示
が
必
須
と
さ
れ
ま
し
た
。

経
過
措
置
の
終
了
が
令
和
２
年
（
２

０
２
０
年
）
３
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
計
画
的
に
準
備
を
し
、

経
過
措
置
の
終
了
ま
で
に
速
や
か
な
表

示
の
切
り
替
え
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

（
旧
基
準
で
栄
養
成
分
表
示
を
し
て
い

る
場
合
に
は
、
新
基
準
に
対
応
し
た
表

示
の
切
り
替
え
が
必
要
で
す
。
）

な
お
、
表
示
可
能
面
積
が
小
さ
い
も

の
（
概
ね
30
㎠
以
下
）
、
酒
類
、
栄
養

の
供
給
源
と
し
て
の
寄
与
の
程
度
が
小

さ
い
も
の
や
、
小
規
模
事
業
者
が
販
売

す
る
も
の
（
た
だ
し
、
ス
ー
パ
ー
等
小

規
模
で
な
い
事
業
者
を
介
し
販
売
す
る

場
合
を
除
く
）
等
に
つ
い
て
は
省
略
が

認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
北
海
道
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
栄
養
や
健
康
等
の
表
示
に
つ
い
て
」

（
保
健
福
祉
部
健
康
安
全
局
地
域
保
課
）

【h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
h
o
k
k
a
i
d
o
.
l
g
.

j
p
/
h
f
/
k
t
h
/
s
y
o
k
u
h
i
n
h
y
o
u
j
i
.
h
t
m

】

を
ご
確
認
い
た
だ
く
か
名
寄
保
健
所
ま

た
は
、
北
海
道
保
健
福
祉
部
健
康
安
全

局
地
域
保
健
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◇
お
問
い
合
わ
せ
先

名
寄
保
健
所

電
話
０
１
６
５
４―

３―

３
１
２
１

北
海
道
保
健
福
祉
部
健
康
安
全
局
地

域
保
健
課

電
話
０
１
１―

２
３
１―

４
１
１
１

な
く
そ
う
！
望
ま
な
い
受
動
喫
煙

栄
養
や
健
康
等
の
表
示
に
つ
い
て

お知らせ



北
海
道
で
は
、
１
９
４
５
年
に
旧
ソ

連
邦
が
日
本
に
対
し
宣
戦
布
告
し
、
北

方
領
土
の
占
領
を
開
始
し
た
月
で
あ
る

８
月
を
強
調
月
間
と
し
て
定
め
、
町
は

連
携
し
啓
発
活
動
を
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

８
月
１
日
（
木
）
か
ら
31
日
（
土
）

ま
で
北
方
領
土
返
還
要
求
署
名
コ
ー
ナ

ー
を
町
民
セ
ン
タ
ー
に
設
け
て
い
ま
す

の
で
、
町
民
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

◇
お
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課
総
務
グ
ル
ー
プ

電
話
０
１
６
５―

26―

９
０
２
１

〜
北
海
道
警
察
官
募
集
中
！
〜

『
誰
か
の
笑
顔
を
守
る
。
そ
ん
な
仕
事

が
あ
る
。
』

▼
受
付
期
間

７
月
１
日(

月)

〜
８
月
20
日(

火)

▼
試
験
日

・
第
一
次
試
験
日

９
月
16
日(

月
・
祝)

・
第
二
次
試
験
日

10
月
中
旬
〜
11
月
上
旬

▼
募
集
人
数

大
学
卒
男
性
30
名
程
度

女
性
10
名
程
度

高
校
卒
男
性
１
１
５
名
程
度

女
性
45
名
程
度

▼
受
験
地

・
旭
川
、
名
寄
、
稚
内
、
留
萌
な
ど

詳
し
く
は
、
士
別
警
察
署
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
士
別
警

察
署
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〜
水
難
の
防
止
の
た
め
に
〜

○
波
の
力
で
倒
さ
れ
た
り
、
沖
に
流
さ

れ
る
危
険
が
あ
り
ま
す
。

水
辺
で
遊
ぶ
子
供
の
近
く
か
ら
離
れ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
指
定
さ
れ
た
海
水
浴
場
内
で
、
遊
泳

し
ま
し
ょ
う
。

遊
泳
禁
止
区
域
で
は
、
離
岸
流
や
急

な
深
み
等
多
く
の
危
険
が
あ
り
ま
す
。

○
体
調
不
良
時
や
飲
酒
後
の
遊
泳
は
危

険
で
す
。

体
調
不
良
時
や
、
お
酒
を
飲
ん
だ
後

は
呼
吸
が
乱
れ
や
す
い
の
で
入
水
を

避
け
ま
し
ょ
う
。

○
釣
り
を
す
る
と
き
は
、
救
命
胴
衣
を

必
ず
着
用
し
て
、
安
全
な
場
所
で
行

い
ま
し
ょ
う
。

高
波
時
の
防
波
堤
、
流
れ
が
速
い
岸

辺
、
滑
り
や
す
い
岩
場
に
は
近
寄
ら

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
水
上
オ
ー
ト
バ
イ
は
遊
泳
区
域
に
入

っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

安
全
航
行
に
努
め
て
救
命
胴
衣
を
必

ず
着
装
し
ま
し
ょ
う

◇
お
問
い
合
わ
せ
先

士
別
警
察
署

電
話
０
１
６
５―

23―

０
１
１
０

〜
自
衛
官
募
集
に
つ
い
て
〜

興
味
の
あ
る
方
や
詳
し
い
説
明
を
聞

き
た
い
方
は
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

◇
お
問
い
合
わ
せ
先

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部
名
寄
出

張
所

電
話
０
１
６
５
４―

２―

３
９
２
１

住
所
〒
０
９
６―

０
０
１
１

名
寄
市
西
１
条
南
９
丁
目
45

士
別
警
察
署
か
わ
ら
版

一般曹候補生（男・女） 自衛官候補生（男・女） 航空学生（男・女）

応
募
資
格

18～32歳
（令和2年4月1日現在）

18歳以上～21歳未満（航空自衛隊）
18歳以上～23歳未満（海上自衛隊）

（高卒、見込み含む）
（令和2年4月1日現在）

受
付
期
間

令和元年7月1日(月）
～9月6日（金）

年間を通じて行っています。
令和元年7月1日(月）
～9月6日（金）

試
験
日

令和元年9月20日(金）
～9月22日（日）

8月25、26日
いずれか1日を指定できます。
※8月以降も試験はございます。

1次試験：令和元年9月16日(月）

試
験
会
場

9月20日（名寄）
9月21・22日（旭川）

いずれか1日を指定できます。
旭 川

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部
か
ら

お
知
ら
せ

８
月
は
北
方
領
土

返
還
要
求
強
調
月
間
で
す

お知らせ


